
別紙１

港　格 都道府県 港湾名 港　格 都道府県 港湾名

東京都 東京港 重要港湾 大阪府 阪南港
横浜港 尼崎西宮芦屋港
川崎港 東播磨港

大阪府 大阪港 和歌山県 日高港
兵庫県 神戸港 鳥取港

室蘭港 境港
苫小牧港 浜田港

宮城県 仙台塩釜港 西郷港
千葉県 千葉港 三隅港
新潟県 新潟港 宇野港
富山県 伏木富山港 岡山港
静岡県 清水港 福山港
愛知県 名古屋港 尾道糸崎港
三重県 四日市港 呉港
大阪府 堺泉北港 岩国港
兵庫県 姫路港 三田尻中関港
和歌山県 和歌山下津港 宇部港
岡山県 水島港 小野田港
広島県 広島港 徳島小松島港

下関港 橘港
徳山下松港 高松港
北九州港 坂出港
博多港 松山港

重要港湾 稚内港 宇和島港
函館港 新居浜港
小樽港 今治港
釧路港 東予港
留萌港 三島川之江港
根室港 高知港
網走港 須崎港
十勝港 宿毛湾港
石狩湾新港 苅田港
紋別港 三池港
青森港 唐津港
八戸港 伊万里港
むつ小川原港 長崎港
宮古港 厳原港
大船渡港 郷ノ浦港
釜石港 福江港
久慈港 佐世保港
秋田港 三角港
船川港 八代港
能代港 熊本港

山形県 酒田港 大分港
小名浜港 津久見港
相馬港 別府港
鹿島港 佐伯港
茨城港 中津港

千葉県 木更津港 細島港
神奈川県 横須賀港 油津港

両津港 宮崎港
直江津港 鹿児島港
小木港 西之表港
七尾港 名瀬港
金沢港 川内港

福井県 敦賀港 志布志港
田子の浦港 那覇港
御前崎港 運天港
衣浦港 平良港
三河港 石垣港
尾鷲港 金武湾港
津松阪港 中城湾港

京都府 舞鶴港港

沖縄県

三重県

兵庫県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

茨城県

新潟県

宮崎県

鹿児島県
石川県

静岡県

愛知県

北海道

青森県

岩手県

秋田県

福島県

国際戦略港湾

国際拠点港湾

国際戦略港、国際拠点港、重要港湾の一覧

神奈川県

北海道

山口県

福岡県
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別紙２

甲種港湾 乙種港湾

乙種港湾から甲種港湾に変更 5 5 -5

甲種港湾から乙種港湾に変更 3 -3 3

乙種港湾から調査対象外 21 0 -21

他の港に編入 2 -1 -1

計 31 1 -24

甲種港湾 乙種港湾

変更前 160 557

変更案 161 533

港湾増減数
変更港湾数

調査対象港湾の変更案
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北海道 白老

最近５箇年において、外国貿易に係る入港実績が3～17隻、貨物取扱実績が10,346～
29,451トンの間でそれぞれ推移しており、甲種港湾の基準の「（２）外国貿易港湾」の「最近
５箇年間継続して毎年外国貿易船の入港実績が１隻以上あり、かつ、外国貿易貨物の取
扱実績が１万トン以上ある港湾」の基準を満たすことから、乙種港湾から甲種港湾に変更

三重県 吉津

最近３箇年において、内国貿易に係る入港実績が756,019～947,503総トン、貨物取扱実績
が1,330,380～1,623,947トンの間でそれぞれ推移しており、甲種港湾の基準の「（３）内国貿
易港湾」の「最近３箇年継続して毎年内国貿易船（鉄道連絡船及び自動車航送船を除く。）
の入港実績が５０万総トン（Ｇ／Ｔ）以上あり、かつ、内国貿易貨物（鉄道連絡船及び自動車
航送船を除く。）の取扱実績が５０万トン以上ある港湾」の基準を満たすことから、乙種港湾
から甲種港湾に変更

三重県 鵜殿

最近５箇年において、外国貿易に係る入港実績が14～27隻、貨物取扱実績が15,499～
53,240トンの間でそれぞれ推移しており、甲種港湾の基準の「（２）外国貿易港湾」の「最近
５箇年間継続して毎年外国貿易船の入港実績が１隻以上あり、かつ、外国貿易貨物の取
扱実績が１万トン以上ある港湾」の基準を満たすことから、乙種港湾から甲種港湾に変更

岡山県 笠岡

最近３箇年において、外国貿易に係る入港実績が66～71隻、貨物取扱実績が106,713～
171,115トンの間でそれぞれ推移しており、甲種港湾の基準の「（２）外国貿易港湾」の「最近
３箇年間継続して毎年外国貿易船の入港実績が１隻以上あり、かつ、外国貿易貨物の取
扱実績が２万トン以上ある港湾」の基準を満たすことから、乙種港湾から甲種港湾に変更

鹿児島県 宮之浦(屋久島町)

最近３箇年において、外国貿易に係る入港実績が11～16隻、貨物取扱実績が23,006～
34,285トンの間でそれぞれ推移しており、甲種港湾の基準の「（２）外国貿易港湾」の「最近
３箇年間継続して毎年外国貿易船の入港実績が１隻以上あり、かつ、外国貿易貨物の取
扱実績が２万トン以上ある港湾」の基準を満たすことから、乙種港湾から甲種港湾に変更

千葉県 館山

最近３箇年において、2011年の内国貿易に係る入港実績が477,072総トンとなっており、甲
種港湾の「（３）内国貿易港湾」の「最近３箇年間継続して毎年内国貿易船（鉄道連絡船及
び自動車航送船を除く。）の入港実績が５０万総トン（Ｇ／Ｔ）以上あり」の基準を満たさなく
なったが、最近３箇年継続して、入港船舶及び貨物取扱量ともに、乙種港湾の基準を満た
しているため、甲種港湾から乙種港湾に変更

徳島県 富岡

最近５箇年において、2009～2011年の外国貿易に係る貨物取扱実績が3,000～6,000トンと
なっており、甲種港湾の「（２）外国貿易港湾」の「外国貿易貨物の取扱実績が１万トン以上
ある港湾」の基準を満たさなくなったが、最近３箇年継続して、入港船舶及び貨物取扱量と
もに、乙種港湾の基準を満たしているため、甲種港湾から乙種港湾に変更

愛媛県 長浜

最近５箇年において、2009～2011年の外国貿易に係る貨物取扱実績が4,655～6,600トンと
なっており、甲種港湾の「（２）外国貿易港湾」の「外国貿易貨物の取扱実績が１万トン以上
ある港湾」の基準を満たさなくなったが、最近３箇年継続して、入港船舶及び貨物取扱量と
もに、乙種港湾の基準を満たしているため、甲種港湾から乙種港湾に変更

乙種港湾から甲種港湾に変更　（５港）

都道府県
名

港 湾 名 改 正 理 由

甲種港湾から乙種港湾に変更　（３港）

都道府県
名

港 湾 名 改 正 理 由
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千葉県 名洗

2010及び2011年の５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、乙
種港湾の「最近３箇年継続して毎年５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績が１隻以上の入港実
績又は貨物取扱量が５０トン以上ある甲種港湾以外の港湾」の基準を満たさなくなったた
め、乙種港湾から調査対象外に変更

鳥取県 赤碕

2009年の５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績がないこと、また、2009年及び2011年の貨物取
扱実績がないことから、乙種港湾の「最近３箇年継続して毎年５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港
実績が１隻以上の入港実績又は貨物取扱量が５０トン以上ある甲種港湾以外の港湾」の
基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

島根県 波入

2009年の５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績がないこと、また、2009～2011年の貨物取扱実
績も4～5トンの間で推移していることから、乙種港湾の「最近３箇年継続して毎年５総トン
（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績が１隻以上の入港実績又は貨物取扱量が５０トン以上ある甲種
港湾以外の港湾」の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

島根県 古海

2010及び2011年の５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績がないこと、また、2009～2011年の貨
物取扱実績がないことから、乙種港湾の「最近３箇年継続して毎年５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の
入港実績が１隻以上の入港実績又は貨物取扱量が５０トン以上ある甲種港湾以外の港
湾」の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

島根県 竹名
最近３箇年継続して、５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、
乙種港湾の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

島根県 木佐根
最近３箇年継続して、５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、
乙種港湾の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

島根県 笹子

最近３箇年継続して、５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績がないこと、また、貨物取扱実績も
19～24トンの間で推移していることから、乙種港湾の「最近３箇年継続して毎年５総トン（Ｇ
／Ｔ）以上の入港実績が１隻以上の入港実績又は貨物取扱量が５０トン以上ある甲種港湾
以外の港湾」の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

広島県 大柿

2010及び2011年の５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、乙
種港湾の「最近３箇年継続して毎年５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績が１隻以上の入港実
績又は貨物取扱量が５０トン以上ある甲種港湾以外の港湾」の基準を満たさなくなったた
め、乙種港湾から調査対象外に変更

徳島県 折野
最近３箇年継続して、５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、
乙種港湾の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

香川県 宇多津
最近３箇年継続して、５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、
乙種港湾の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

香川県 白鳥
最近３箇年継続して、５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、
乙種港湾の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

香川県 志々島
最近３箇年継続して、５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、
乙種港湾の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

香川県 箱浦
最近３箇年継続して、５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、
乙種港湾の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

香川県 粟島西
最近３箇年継続して、５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、
乙種港湾の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

香川県 室生北

2011年の５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績がないこと、また、2009～2011年の貨物取扱実
績がないことから、乙種港湾の「最近３箇年継続して毎年５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績
が１隻以上の入港実績又は貨物取扱量が５０トン以上ある甲種港湾以外の港湾」の基準を
満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

香川県 見立

2010及び2011年の５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、乙
種港湾の「最近３箇年継続して毎年５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績が１隻以上の入港実
績又は貨物取扱量が５０トン以上ある甲種港湾以外の港湾」の基準を満たさなくなったた
め、乙種港湾から調査対象外に変更

愛媛県 前浜
最近３箇年継続して、５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、
乙種港湾の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

都道府県
名

港 湾 名 改 正 理 由

乙種港湾から調査対象外に変更　（２１港）
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愛媛県 堀江

2010及び2011年の５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、乙
種港湾の「最近３箇年継続して毎年５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績が１隻以上の入港実
績又は貨物取扱量が５０トン以上ある甲種港湾以外の港湾」の基準を満たさなくなったた
め、乙種港湾から調査対象外に変更

高知県 三崎

2009年の５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績がないこと、2009年及び2011年の貨物取扱実績
がないことから、乙種港湾の「最近３箇年継続して毎年５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績が
１隻以上の入港実績又は貨物取扱量が５０トン以上ある甲種港湾以外の港湾」の基準を満
たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

鹿児島県 大泊
最近３箇年継続して、５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績及び貨物取扱実績がないことから、
乙種港湾の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

鹿児島県 屋久津

2010及び2011年の５総トン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績がないこと、2009～2011年の貨物取扱
実績も3～11トンの間で推移していることから、乙種港湾の「最近３箇年継続して毎年５総ト
ン（Ｇ／Ｔ）以上の入港実績が１隻以上の入港実績又は貨物取扱量が５０トン以上ある甲種
港湾以外の港湾」の基準を満たさなくなったため、乙種港湾から調査対象外に変更

宮城 石巻 石巻港（甲種港湾）が、仙台塩釜港（甲種港湾）に編入

宮城 松島 松島港（乙種港湾）が、仙台塩釜港（甲種港湾）に編入

注）　見直し対象年は、2007年～2011年となっている。

都道府県
名

港 湾 名 改 正 理 由

他の港に編入　（２港）
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　第５表（1）

都道府県 港湾名 仕 向 国 計 ｺﾝﾃﾅ個数 空ｺﾝﾃﾅ個数 都道府県 港湾名 仕 向 国 計 ｺﾝﾃﾅ個数 空ｺﾝﾃﾅ個数

北 海 道 釧 路 計 8,509 1,199 7,310 茨 城 茨 城 中国(ﾎﾝｺﾝ) 9 9 － 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 11 11 － 

韓国 8,509 1,199 7,310 鹿 島 計 221 － 221 

苫 小 牧 計 89,217 28,903 60,314 

韓国 221 － 221 

韓国 80,308 28,288 52,020 千 葉 千 葉 計 24,379 19,338 5,041 

台湾 1,101 421 680 

ｱﾒﾘｶ 4,942 162 4,780 韓国 9,089 4,803 4,286 

ｶﾅﾀﾞ 2,866 32 2,834 台湾 8,861 8,106 755 

室 蘭 計 2,145 1,298 847 中国 539 539 － 

中国(ﾎﾝｺﾝ) 5,154 5,154 － 

韓国 2,145 1,298 847 ﾀｲ 736 736 － 

函 館 計 2,772 1,052 1,720 東 京 東 京 計 1,948,266 938,030 1,010,236 

韓国 2,759 1,043 1,716 韓国 162,112 43,850 118,262 

中国 13 9 4 台湾 117,572 59,676 57,896 

小 樽 計 7,497 646 6,851 中国 950,383 291,690 658,693 

中国(ﾎﾝｺﾝ) 140,518 83,321 57,197 

中国 7,497 646 6,851 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 21,668 21,534 134 

石狩湾新 計 20,039 8,733 11,306 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 60,889 47,700 13,189 

ﾀｲ 75,565 53,168 22,397 

韓国 20,039 8,733 11,306 ﾐｬﾝﾏｰ 14 14 － 

青 森 八 戸 計 15,507 9,408 6,099 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 11,511 9,761 1,750 

ﾌﾞﾙﾈｲ 2 2 － 

韓国 10,596 5,369 5,227 ﾏﾚｰｼｱ 42,305 31,195 11,110 

台湾 979 779 200 ﾍﾞﾄﾅﾑ 35,551 18,695 16,856 

中国 3,879 3,207 672 ｲﾝﾄﾞ 1,828 1,828 － 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 53 53 － ｽﾘﾗﾝｶ 711 711 － 

宮 城 仙台塩釜 計 48,590 28,201 20,389 ﾊﾟｷｽﾀﾝ 249 249 － 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 25 25 － 

韓国 6,280 6,280 － ｱﾗﾌﾞ首長国 160 160 － 

台湾 20 20 － ｲｴﾒﾝ 4 4 － 

中国 8,380 8,380 － ｲｽﾗｴﾙ 231 231 － 

中国(ﾎﾝｺﾝ) 647 647 － ｲﾗｸ 3 3 － 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 19 19 － ｲﾗﾝ 66 66 － 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 2 2 － ｵﾏｰﾝ 2 2 － 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 52 52 － ｸｳｪｰﾄ 5 5 － 

ﾀｲ 761 761 － ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 471 459 12 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 37 37 － ｼﾘｱ･ｱﾗﾌﾞ 8 8 － 

ﾏﾚｰｼｱ 387 387 － ﾄﾙｺ 14 14 － 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 810 810 － ﾖﾙﾀﾞﾝ 19 19 － 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 2 2 － ﾚﾊﾞﾉﾝ 5 5 － 

ｱﾗﾌﾞ首長国 20 20 － ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 476 154 322 

ｲﾗﾝ 4 4 － ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 5,886 1,415 4,471 

ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 2 2 － ｴｼﾞﾌﾟﾄ 124 124 － 

ﾄﾙｺ 5 5 － ﾁｭﾆｼﾞｱ 9 9 － 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 27 27 － ﾘﾋﾞｱ 2 2 － 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 58 58 － 南ｱﾌﾘｶ 25 25 － 

ｽｰﾀﾞﾝ 27 27 － ｶﾞｰﾅ 36 36 － 

南ｱﾌﾘｶ 29 29 － ｹﾆｱ 2 2 － 

ｶﾞｰﾅ 2 2 － ﾀﾝｻﾞﾆｱ 50 50 － 

ｷﾞﾆｱ 2 2 － ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 2 2 － 

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ 10 10 － ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 18 18 － 

ｲﾀﾘｱ 6 6 － ｲｷﾞﾘｽ 6,646 6,627 19 

ﾄﾞｲﾂ 11 11 － ｲﾀﾘｱ 161 161 － 

ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 16 16 － ｵﾗﾝﾀﾞ 40,821 40,615 206 

ﾛｼｱ 211 211 － ﾄﾞｲﾂ 14,546 14,503 43 

ｸﾞﾙｼﾞｱ 2 2 － ﾃﾞﾝﾏｰｸ 6 6 － 

ｱﾒﾘｶ 9,208 9,208 － ﾌﾗﾝｽ 2,188 2,163 25 

ｶﾅﾀﾞ 1,119 1,119 － ﾍﾞﾙｷﾞｰ 15 15 － 

ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ 20 20 － ｷﾞﾘｼｬ 1 1 － 

ﾒｷｼｺ 5 5 － ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 19 19 － 

ﾁﾘ 16 16 － ｽﾍﾟｲﾝ 38 38 － 

ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ 4 4 － ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 105 105 － 

諸国 20,389 － 20,389 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 17 17 － 

秋 田 秋 田 計 32,266 14,226 18,040 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 2 2 － 

ﾙｰﾏﾆｱ 2 2 － 

韓国 32,074 14,034 18,040 ｸﾛｱﾁｱ 4 4 － 

中国 192 192 － ｽﾛﾍﾞﾆｱ 14 14 － 

山 形 酒 田 計 6,525 2,953 3,572 ﾗﾄﾋﾞｱ 2 2 － 

ﾘﾄｱﾆｱ 2 2 － 

韓国 6,525 2,953 3,572 ﾛｼｱ 6 6 － 

福 島 小 名 浜 計 3,092 1,246 1,846 ｳｸﾗｲﾅ 6 6 － 

ｱﾒﾘｶ 224,010 184,066 39,944 

韓国 2,867 1,022 1,845 ｶﾅﾀﾞ 16,091 13,087 3,004 

中国 225 224 1 ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ 2 2 － 

茨 城 茨 城 計 2,578 528 2,050 ｸﾞｱﾃﾏﾗ 5 5 － 

ｺｽﾀﾘｶ 2 2 － 

韓国 2,256 427 1,829 ｼﾞｬﾏｲｶ 64 64 － 

中国 302 81 221 ﾄﾞﾐﾆｶ共和国 176 176 － 

（単位：ＴＥＵ）

輸 出 コ ン テ ナ 仕 向 国 別 表
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（単位：個）

合 計 輸 出 輸 入 移 出 移 入

８ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

１０ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

１２ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

２０ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

２４ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

３５ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

４０ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

４５ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

８ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

１０ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

１２ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

Ａ港

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

コ ン テ ナ 長 さ 別 ・ 種 別 個 数 表 （ 案 ）

港湾・長さ・種別

総計

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

別紙４ 
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（単位：個）

合 計 輸 出 輸 入 移 出 移 入

コ ン テ ナ 長 さ 別 ・ 種 別 個 数 表 （ 案 ）

港湾・長さ・種別

２０ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

２４ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

３５ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

４０ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

４５ｆｔ

（ドライ）

（リーファー）

（その他）

（注）取扱実績のある項目のみを掲載する予定
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            都 道 府 県 

  国 土 交 通 省 

         港 湾 調 査 実 施 体 系 

   統 計 調 査 員 
 ・ 都道府県職員（出先事務所等） 
 ・市町村職員 ・港管理組合職員 等 

報 告 者 

港湾運送 
事業者 

水産業共同 
組合長 

船舶運航 
事業者 

その他実態を
把握できる者 

 
 
 

入出港届 
ＮＡＣＣＳ 

別紙５ 

船会社から
同意書を得
たＮＡＣＣＳ
データを 
移送 

届出者に船舶代理店を含む 

・船名、貨物品名、個数、
重量等の情報 
 
データ登録者に船舶代
理店、通関業者等を含
む 

報告者：港湾管理者 

（ 市 町 村 ） 

主な報告
事項 

（入港船舶、船舶乗降人員、
海上出入貨物） （海上出入貨物、本船荷役） （入港船舶、海上出入貨物） （入港船舶、船舶乗降人員、 

海上出入貨物、本船荷役 等） 

調査票 

集計表 

・内容チェック、疑義照会 
・調査票集計 
・調査票保管 等 

・調査依頼 
・調査票配布・回収 
・調査票内容チェック 
・疑義照会 
・１つの調査票に作成 

・内容チェック、疑義照会 
・全国集計、公表 
・集計表保管 等 

ＬＧＷＡＮにより100%オンライン報告 

2
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港湾運送事業報
告規則

港湾荷役実績報
告書（第五号様
式）

内航旅客定期航
路事業運航実績
報告書（第一号様
式）

外航船舶運航実
績報告書（第二号
様式）

内航貨物定期航
路事業運航実績
報告書（第三号様
式）

旅客不定期航路
事業運航実績報
告書（第四号様
式）

内航不定期航路
事業運航実績報
告書（第五号様
式）

× × ○ × × ×

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ×

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ × ○ ○ ×

場所 × × × × × ×

着岸時間 × × × × × ×

離岸時間 × × × × × ×

係留時間 × × × × × ×

乗込人員 × △ △ △ △ △

上陸人員 × △ △ △ △ △

区分（輸出、移出、輸入、移入） ○ × △ × × ×

仕向港 × △ ○ △ △ △

仕出港 × △ ○ △ △ △

最終船卸港 × × × × × ×

最初船積港 × × × × × ×

貨物形態（ｺﾝﾃﾅ、ｼｬｰｼ、その他） × × × × × ×

品名又は車種 △ △ ○ △ △ ×

トン数又は台 △ △ ○ △ △ ×

種類（ｺﾝﾃﾅ、空ｺﾝﾃﾅ、ｼｬｰｼ、空ｼｬｰｼ） △ × × × × ×

ｺﾝﾃﾅ種別（ﾄﾞﾗｲ、ﾘｰﾌｧｰ、その他） × × × × × ×

ｺﾝﾃﾅ長さ（8ft～45ft） △ × × × × ×

個数又は台数 × × × × × ×

月　次 × 月　次 × × ×

国籍

用途

港湾調査と各業務報告との対応表

注）　港湾調査の調査項目に該当する欄を黒塗りとしている。
　　　また、該当がない項目は、「×」で、一部が該当している項目は、「△」として表示している。

報告周期（月次又は暦年）

船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令

港湾調査　　調査項目

入港日

船名

総トン数

航路名

係
留
状
況

入
港
船
舶

船舶乗
降人員

海
上
出
入
貨
物

貨
物
の
内
容

ｺﾝﾃ
ﾅ又
は
ｼｬｰ
ｼ

別紙６ 
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別紙７

輸出 輸入 移出 移入 輸出 輸入 移出 移入

○ ○ ○ ○ × × × ×

○ ○ ○ ○ × × × ×

○ ○ ○ ○ × × × ×

○ ○ ○ ○ × × × ×

○ ○ ○ ○ × × × ×

○ ○ ○ ○ × × × ×

場所 ○ ○ ○ ○ × × × ×

着岸時間 ○ ○ ○ ○ × × × ×

離岸時間 ○ ○ ○ ○ × × × ×

係留時間 ○ ○ ○ ○ × × × ×

乗込人員 × × × × × × × ×

上陸人員 × × × × × × × ×

区分（輸出、移出、輸入、移入） × × × × ○ ○ × ×

仕向港 × × × × ○ × × ×

仕出港 × × × × × ○ × ×

最終船卸港 × × × × ○ × × ×

最初船積港 × × × × × × × ×

貨物形態（ｺﾝﾃﾅ、ｼｬｰｼ、その他） × × × × ○ ○ × ×

品名又は車種 × × × × ○ ○ × ×

トン数又は台 × × × × ○ ○ × ×

種類（ｺﾝﾃﾅ、空ｺﾝﾃﾅ、ｼｬｰｼ、空ｼｬｰｼ） × × × × ○ ○ × ×

ｺﾝﾃﾅ種別（ﾄﾞﾗｲ、ﾘｰﾌｧｰ、その他） × × × × ○ ○ × ×

ｺﾝﾃﾅ長さ（8ft～45ft） × × × × ○ ○ × ×

個数又は台数 × × × × ○ ○ × ×

　

※１、２　港湾調査の調査項目に該当する欄を黒塗りにしてある。
　　　　　また、調査項目に該当しない場合は、×印で表示している。
※１　港湾法等に基づく入出港届については、全ての港湾において活用されているものではない。
※２　関税法に基づく輸出入に係る申告情報の港湾調査への活用については、活用港湾が５港に留まっていること、また、申告者である船社等
　　　からのデータの活用に関する同意書を得たものに限られることから、全ての港湾のデータを補完するものではない。

用途

係
留
状
況

船舶乗
降人員

海
上
出
入
貨
物

貨
物
の
内
容

ｺﾝﾃ
ﾅ又
は
ｼｬｰ
ｼ

港湾調査と行政記録情報との対応表

港湾調査　　調査項目
港湾法等に基づく入出港届　　※１ 関税法に基づく輸出入に係る申告情報　　※２

入
港
船
舶

入港日

船名

総トン数

航路名

国籍
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別紙８ NACCS（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System）とは、入出港する船舶・航空機及び輸出入される貨物について、

税関その他の関係行政機関に対する手続及び関連する民間業務をオンラインで処理するシステムです。 
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①都道府県
（港湾管理者）

報告者選定※１

②報告者 調査票提出

調査票情報突合※２

確認

疑義照会

とりまとめ

内容検査

疑義照会

集計表作成

提出 ●

内検

疑義照会

集計

公表 ●

※１… 船舶の入港後、当該船舶の貨物の種類や取扱量を把握できる報告者を選定する

※２…

①都道府県
（港湾管理者）

②報告者

③調査員
（港湾管理者）

④都道府県
（港湾管理者）

他部署からの情報提供等により、その入港船舶、貨物の種類を特定して、新たな報告者
を選定することに時間を要する
当該報告者に対し調査票記入の依頼及び概要説明、記入要領説明等に時間を要する

業務多忙による調査票提出遅延
担当者変更等による提出遅延

行政記録情報と調査票情報等との突合に時間を要する
確認作業による報告事項の疑義照会の回答を得るまでに時間を要する

内容検査による疑義照会の回答を得るまでに時間を要する
業務多忙による集計表作成遅延

６ヶ月

③調査員
（港湾管理者）

遅延理由

⑤国交省

④都道府県
（港湾管理者）

ＮＡＣＣＳや入出港届の行政記録情報と調査票情報等を突合し、調査票情報に漏れがな
いか等を確認する

調査期間満了後から公表までの作業内容・期間及び遅延理由

４ヶ月２ヶ月 ８ヶ月３ヶ月 ７ヶ月５ヶ月１ヶ月

【港湾毎に調査体系がことなるため、特に遅延している都道府県の調査体系を基準に作成】

別紙９ 
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